
障害のある方のための相談室 

 

対 象 者 身体、知的、精神に障害のある方(児童を含む) 

    ※対象者の家族等からの相談も受け付けます。 

日  時 ８月７日(金) 14：00～16：00 

場  所 町民文化センター ３階第１・２会議室 

費 用 等 無料(予約の必要はありません) 

相 談 員 「自立サポートセンタースマイル」の

専門相談員が相談をお受けします。 

※相談室は、毎月１回開催します。 

※日程は「おしらせ号」に掲載します。 

【福祉課福祉推進係 ℡83-1226】 

 

母子父子(ひとり親)社会見学参加者募集 

 

日  時 ８月23日(日) 

行  先 新江ノ島水族館 

(健康福祉センター発８：30～17：30解放) 

対 象 者 町内在住の母子または父子(ひとり親)家庭の方 

定  員 40名 

参 加 費 大人 1,000 円 子ども 500 円 

     ※昼食は各自でご用意ください。 

※原則として保護者同伴でのご参加となります。定員になり次

第、締め切りとなります。 

申込締切 ８月10日(月) 

申 込 先 町社会福祉協議会(℡82-0294) 

【町社会福祉協議会 ℡82-0294】 

サマ－舌鼓の会 参加者大募集！ 

 

 毎年恒例の富士屋ホテルと松田ライオンズクラブ、町の給食ボランティ

アの方々のご協力をいただき、大変好評の「サマ－舌鼓の会」を今年も開

催します。おいしい昼食のほか、ライオンズクラブの杉山さんによる楽し

い催し物もあります。参加者数に限りがありますので、ぜひお早めにお申

し込みください。 

 

日  時 ８月17日(月) 12：00～ 

場  所 松田町健康福祉センター ３階休憩室 

     (松田町松田惣領17番地２) 

対 象 者 町内の75歳以上の一人暮らし高齢者 

参 加 費 無料 

申込締切 ８月５日(水) 

申 込 先 町社会福祉協議会(℡82-0294) 

※ご相談により送迎も行います。 

【町社会福祉協議会 ℡82-0294】 

広報まつだ 

  おしらせ号   
平成２１年７月１５日発行 編集／発行 企画財政課 

〒258-8585 松田町松田惣領 2037 番地  ℡ 83-1222 

     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://town.matsuda.kanagawa.jp/ 
 
 

特定健康診査・高齢者健康診査の施設健診 

 

１．対象者 

 ①特定健康診査 

 平成21年度中に、40歳から74歳になる国民健康保険の被保険者(年度途

中での加入・脱退等異動のない方)で、町が実施する集団健康診査や人間

ドッグを21年度に受けていない方 

 ②高齢者健康診査 

75歳以上の後期高齢者医療保険の被保険者で、町が実施する集団健康診

査や人間ドッグを21年度に受けていない方 

(定期的に医療機関を受診されている方は除きます) 

２．受診方法 

 健診申し込み(電話又は役場窓口申し込み)→役場で受診券を発行 

→下記の健診医療機関で受診 

 ※健診結果は医療機関から受け取ることになります。 

３．健診医療機関 

医療機関名 住  所 電話番号

佐藤外科医院 松田惣領1333 82-0565

まごころ内科整形外科クリニック 松田惣領992－１ 83-1789

山田内科医院 松田庶子1543－１ 83-0061

国保診療所 寄2538 89-2119

４．実施期間 

 平成21年８月１日(土)～平成22年２月27日(土) 

 ※医療機関により診療日が異なります。各医療機関にお問合せください。 

５．健診内容 

 問診・身体測定(身長・体重・腹囲・BMI)・診察・血圧・血液検査(中性脂

肪・HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・GOT・GPT・γ-GTP・ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ A1c・赤血球

数・血色素量・ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値・尿酸・クレアチニン)検尿(潜血・糖・蛋白) 

６．費  用 

 ①特定健康診査  1,500 円 

 ②高齢者健康診査 1,000 円 ※健診時に医療機関でお支払いください。 

７．持 ち 物 

 受診券・健康保険被保険者証 

８．申込期間 

 平成21年７月15日(水)～平成22年２月26日(金) 

【町民健康課健康づくり係 ℡83-1225】 

新型インフルエンザを予防しましょう！ 

 

近隣市町で新型インフルエンザ患者が確認されました。日ごろからできる

予防方法をこまめに行いましょう。 

 

○帰宅したらうがいをしましょう。 

○手洗いは、石けんを使い、１５秒以上洗いましょう。 

○人込みを避け、込み合った場所では、マスクを着用しましょう。 

○「せきエチケット」の習慣を身につけましょう。 

 

※せきやくしゃみをする時は、ティッシュ等で口と鼻を覆い、人に顔を向け

ないでください。 

※使ったティッシュは、すぐゴミ箱に捨てましょう。 

町ホームページ http://town.matsuda.kanagawa.jp/ 

 

【町民健康課健康づくり係 ℡83-1225】 

 

精神保健福祉家族懇談会 

 

 精神疾患のある方の家族が、病気を正しく理解し、患者への接し方などを

学び、支え合うことを目的にした家族懇談会を開催します。日ごろから抱え

ている悩みや困っていること、疑問などを話してみませんか。 

 月  日 内  容 

１ 平成21年７月24日(金) 

 

家族が元気にいるために 

～楽しく生活するには～ 

２ 平成21年９月29日(火) 

 

家族の姿勢 

～家族の役割～ 

３ 平成22年１月19日(火) 

 

本人の自立に向けて 

～家族の支援～ 

場  所 足柄上保健福祉事務所２階研修室 

時  間 13：30～15：30 

※事前の申し込みは不要です。当日、会場へお越しください。 

【足柄上保健福祉事務所保健予防課 ℡83-5111】 

 

お忘れなく納付をお願いします 

 

固 定 資 産 税  ７月31日(金)   税 務 課 資 産 税 係  ℡83-1224 

国民健康保険税 ７月31日(金)   町民健康課国保年金係  ℡83-1225 

後期高齢者医療保険料 ７月31日(金)   町民健康課国保年金係  ℡83-1225 

介 護 保 険 料  ７月31日(金)   福 祉 課 高 齢 介 護 係  ℡83-1226 

※納付には、便利な口座振替をご利用ください。 


